
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活安全情報北広島 NO.12 

          北 広 島 市 
令和 2 年 10 月 1 日発行 

預 貯 金 詐 欺 に 注 意 ! 
～預貯金詐欺って、どんな手口？～ 

今年から、特殊詐欺に、「預貯金詐欺」「キャッシュカード詐欺」という類型が追加されました。 
その内容は、 
【預貯金詐欺】 

警察官や金融庁職員等を装って、「あなたの口座が犯罪等に利用されており、キャッシュ 
カードの交換手続きが必要である」などの名目で、キャッシュカード、預貯金通帳等をだま 
し取る手口 
【キャッシュカード詐欺盗】 
  警察官や銀行協会等を装って、「キャッシュカードが不正に利用されている」などの名目に
より、キャッシュカード等を準備させた上で、隙をみてキャッシュカード等の入った封筒をす
り替えるなどして盗む手口 

というものです。 
 道内では、今年７月末で、預貯金詐欺は、４３件の発生で約９,１２０万円の被害、キャッシュカー
ド詐欺盗は、２６件の発生で約６,７３５万円の被害となっています。    

○ 認知件数は１０１件で、前年同期と比べ 18.8%増加 
○ 被害金額は約２億７８７万円で、前年同期と比べ 13.2%減少 
○ 被害者の年齢層は、６５歳以上の高齢者の割合が 82.2% 
○ 被害者の居住実態は、家族と同居している割合が 49.5% 
○ 預貯金詐欺・キャッシュカード詐欺盗の被害件数が全体の 

68.3%、被害金額が 76.3%と大半を占める 

（北海道警察本部ホームページから） 
道内の特殊詐欺の特徴（令和２年７月末） 

預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺盗の被害にあわないために 

電話で「逮捕した犯人が、あなたの通帳を持っていた」 
「お金が引き出されたが、保証される」等と不安にさせ、 
「職員が行くのでキャッシュカードを確認させてほしい」 
等と要求してくる。 

犯人の言うとおり、訪問を受け入れると 

○「カードを封印して保管」などと言われ、隙をみてすり
替えられて盗まれる 

○「カードを新しくするので預かる」と言われ渡す 

その結果、口座のお金が、全て引き出されてしまう 

 

☆一人で決めずに、家族や警察な
どに相談する。 
☆詐欺のニュースや記事を見て、
手口について知識をつける。 
☆在宅している時も、留守番電話
に設定し、相手を確認してから電
話に出る。（犯人と会話しなけれ
ば、だまされません） 
☆通話内容を自動録音したり、警
告メッセージが流れる機能がつい
た電話防犯機器は被害防止に効果
的です。 

被害防止対策 

毎年１０月に開催している、犯罪のない安全で安心な市民大会につきましては、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、中止することになりました。 
大会中止のため、１０月１２日から２０日までの間、市役所受付、各出張所、団地住民センター

連絡所、エルフィンパークにおいて啓発物品を配布します。（数に限りがあります） 

犯罪のない安全で安心な市民大会の中止について 

○○警察署 
の者です。 



  

【タイヤ盗難に注意】 
 例年、これからの時期にタイヤが盗まれる被害が多発します。 
タイヤを盗まれないために、次のことに心がけましょう。 

  ○ 車庫や物置などに保管し、出入口を施錠する。 
  ○ タイヤを鎖などで連結して施錠する。 
  ○ タイヤに目印をつける。 
  ○ センサーライトなどの防犯機器を活用する。 
【自転車盗難に注意】 
 道内において、過去１０年間の刑法犯の約２割は、自転車盗難
事件です。特に、高校生の被害が多く、大学生の被害も増加傾向
にあり、高校生と大学生の被害を合わせると、自転車盗難全体の
７割を超えます。 
 自転車を盗まれないために、次のことに心がけましょう。 

  ○短時間の駐輪でも、必ず施錠する。 
  ○鍵を複数かける（ツーロック） 
  ○自転車防犯登録をする。 

鍵をかけましょう 

 

 近年、中学生や高校生だけでなく、小学生などの低年齢の児童にもインターネットの利用 
が広まっており、スマートフォン等からＳＮＳ等を利用して児童が性犯罪等の被害に遭う事
例が増加しています。（道内では、昨年過去最多の１３６件発生しています。） 
北海道では、条例で、保護者は、子どもたちが有害情報を閲覧・視聴することのないよう

フィルタリングの設定に努めることを定めています。 

 フィルタリングとは、 
出会い系サイトやアダルトサイトなどの有害サイトへのアクセスを制御する機能 

で、携帯電話の場合、１８歳未満の児童が使用する場合、契約時にそのことを販売店に申し
出る義務があり、原則、フィルタリングを設定することになっています。 
しかし、子どもから「アプリが使えない」などと言われ、フィルタリングをしない保護者

が増えているのが現状です。 
  
★携帯ゲーム機使用により起きた事件★ 

   女子小学生が、携帯ゲーム機を使用して、インターネット上の掲示
板に書き込みを行い、そこで知り合った犯人に言われるがまま、裸の
画像を送信したり、性的被害に遭った。 

 
ゲームや音楽を安心して楽しむために 
 

家庭でのルールづくり 

保護者の方々は、携帯ゲーム
機や携帯音楽プレーヤーなどの
機能について、よく理解し、子
どもが安全で安心して利用でき
るように、フィルタリングやペ
アレンタルコントロール（端末
制限機能）の設定をお願いしま
す。 

保護者の方々へ 

子どもがトラブル等に巻き込まれないためにも、家庭
でのルールづくりをお願いします。 
◆ルールの例 
○利用する時間を決める。 
○メールはアドレス帳に載っている友だちだけにする。 
○掲示板などに個人情報や悪口を書き込まない。 
○アプリのインストールや各種設定を変更する時に必
要なパスワードは保護者が管理する。 など 


